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１． AI活用の最適化について

➢ ルールベース／機械学習／生成AIなどを如何に組み合わせて
業務プロセス全体を最適化するか？

２． AIエージェントの導入に向けて

➢ ワークフロー型／自律型というAIエージェントの違いに着目
した活用やガバナンスを如何に図っていくか？

３． 業務・システム・制度面からの検討

➢ 業務プロセスのタスク単位での分解を如何に進めていくか？

➢ システムの共同調達から共同利用までの可能性はどうか？

➢ 制度が前提とする環境はAI活用により如何に変化するか？

・・・P2

・・・P14

・・・P22

本日ご議論いただきたい点



１．AI活用の最適化について
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2000年以降のデジタル利活用の進展について

背
景
・
潮
流

政
府
戦
略
の
動
向

主
な
法
改
正

IT基本法
（2001年1月） 官民データ活用

推進基本法
（2016年12月）

デジタル
手続法
（2019年5月）

デジタル改
革関連法
（2021年5月）

○高度情報通信ネット
ワーク社会の形成

マイナンバー法
（2013年5月）

○行政保有データのオープン化、
データ利用基盤の整備

行政手続
オンライン化法
（2002年12月）

○行政手続オンライン化の
徹底、添付書類の撤廃

○行政手続のオンライン化
を可能に

全
体

○超高速ネットワーク
インフラの整備

○ICT活用による効率化

○デジタル基盤の整備
（ネットワーク、機器、セキュリティ）

○ICT活用による個別課題の解決

○データの利活用
○デジタル技術による
社会変革

○AIの研究開発・活用

行
政

○ICT活用による行政内部の業務効率化
○行政におけるインターネットの活用、
行政手続のオンライン利用の推進

○行政手続における利便性の向上
○情報システムの合理化、コスト削減

○デジタル技術を活用した
行政サービスの改善

○データのオープン化・利活用
○情報システム間連携

e-Japan戦略
（2001年1月）

e-Japan戦略Ⅱ
（2003年7月）

IT新改革戦略
（2006年1月）

i-Japan戦略2015
（2009年7月）

新たな情報通信技術戦略
（2010年5月）

世界最先端IT国家創造宣言
（2013年6月） 世界最先端デジタル国家創造宣言・

官民データ活用推進基本計画
（2018年6月、2019年6月、2020年6月）

○クラウド、IoT、AIなど新たな技術の
普及によるICTの高度化

○ICTによる事業創造（ビッグデータ
分析）、デザイン・ユーザー指向

○ブロードバンド・
インフラの整備

○行政ポータルの
整備 etc.

○行政オンライン
申請率50％
達成(~2010)

○電子私書
箱etc.

○国民ID制度の整備
○政府CIOの設置 etc.

○行政情報システ
ム改革(システム
数半減) etc.

○国・地方を通じたデジタル・ガバメント
○デジタル３原則、データ標準確立 etc.

○一般家庭へのパソコン・インターネット
の普及

○ICTを活用した経営情報の分析や
インターネットによる宣伝・販売手法
の一般化

○個人情報保護法制一元化
○自治体システム標準化法
制定 etc.

○マイナンバー制度・
 マイナンバーカードの導入
（2016年１月利用開始、
コンビニ交付等の利活用拡大）

住基法
改正
（1999年8月）

○住基ネットの導入
（2002年８月稼働）

人工知能
基本計画

（2025年12月）

○AIの利活用
の促進

地方自治法
改正
（2024年６月）

○eL-QRによる公金収納
○セキュリティ確保方針の
策定義務化 etc.

○光ファイバーの普及などネットワーク
インフラ整備の進展、スマホの登場

○GAFAなどプラットフォーマーの隆盛、
オープン化戦略の普及

ミレニアム
プロジェクト
（1999年12月）

○LGWANの整備
（2001年運用
開始）

国・地方デジタル共通
基盤の整備・運用に
関する基本方針
（2024年６月）
○システムの共通化

生成AI・AIエージェント登場 高性能AI登場

第34次地方制度調査会
第６回専門小委員会 資料３

（令和８年６月17日）
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AIの活用に関するこれまでの経緯と今後の展望

ルールベース 機械学習 生成AI AIエージェント

機
能

事前に定めたルールに
基づいて探索と推論を
実施

データから自動的にパ
ターンやルールを学習

指示に基づいてテキス
ト、画像、音声等を自
動生成

特定の目標を達成する
ため、環境を感知し自
律的に行動

活
用
事
例

保育所入所選考の自動
マッチングにより、希
望を考慮した割り当て
を実施（さいたま市）

航空写真分析で家屋の
異動候補を抽出し、固
定資産税の課税対象を
把握（埼玉県川越市）

福祉相談業務で最適な
支援メニュー提案や記
録作成を行い、支援の
質を向上（茨城県）

顧客管理を行う中で最
適な商品・サービスを
選定し、営業メールを
送信（民間企業）

比較

出所）富士通「保育所入所選考へのAI技術導入
～さいたま市の実証実験プロセスと成果・課題～」

○ 人工知能（AI）はその歴史の中で、ルールベース、機械学習、生成AIと進化してきたところ
であり、それぞれの特性や用途に応じて自治体の現場で活用されている。

○ 一方、自律的なAI、いわゆるAIエージェントの活用が民間企業で始まっており、自治体にお
ける活用や管理のあり方が問われつつある。

マッチング
指示に基づく

生成

Hello!

第４次AIブーム
（2022年頃～）

第３次AIブーム
(2000年代～)過去 未来

自律的に行動

※活用事例は各技術を実装している近年の事例を記載している。

第34次地方制度調査会
第2回総会参考資料２
（令和８年５月20日）
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⇒ ルールベースAIについては、事前に定めたルールに基づいて探索と推論を実施するため、条件分岐が
明確な業務、判断基準が固定されている業務、例外が少ない業務等に適性がある。

○ 自治体におけるルールベースAIの利活用事例としては、あらかじめ登録したFAQとキーワードで回
答を返すチャットボット応答、特定の基準に基づくマッチング、データ抽出による対象者判定といった事
例がある。
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＜取組の概要＞

＜効果＞

〇 AI導入前は延べ約1,500時間かけていた数千人規模の入所希
望児童の選考が、AI導入により数十分程度で完了することになり、
業務効率化を実現した。

〇 許可保育所の入所選考にかかる要因・時間が膨大であるという課
題を抱えていたという背景の元、入所選考を市の職員の代わりに
AIが実施。

・ 人間の試行錯誤により判断していた複雑なルールをモデル化し、
AIが最適配置となる割り当てを自動で判断

AIによる保育入所選考の自動化（埼玉県さいたま市）

＜取組の概要＞

＜効果＞

〇 単純な問い合わせについてはAIのみで対応できるため、職員の
問い合わせ対応時間が削減された。

○ 質問への24時間対応と新たな問い合わせ方法ができたことで、
市民の利便性が向上。

〇 市民生活（主に引越・妊娠・出産）に関連する問い合わせに対応す
るチャットボットを作成し、県と市町村で共同利用。

・ 個人情報や非公開データを含まない形でベースとなるQAを県が
作成

・ ベースとなるQAの内容を各市町村でカスタマイズし応答に利用

AIを活用した総合案内サービス（愛知県内39市町村）

（備考）総務省「自治体におけるAI活用・導入ガイドブック＜導入手順編＞」をもとに事務局作成

AIの特性と用途① ルールベースAI



⇒ 機械学習AIについては、過去データからパターンを学習し予測するため、記録データが大量に存在
する業務、結果に一定の傾向・再現性がある業務等に適性がある。必要に応じて、誤判断・誤検知を防ぐ
ガバナンス構築が求められる。

○  自治体における機械学習AIの利活用事例としては、滞納者への接触率が高い時間の予測モデル化、
判別文字認識による手書き文字の電子データ化、画像の特徴認識による自動検出といった事例がある。
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＜取組の概要＞

＜効果＞

〇 AI導入後、電話催告による滞納者との接触率は5.45％改善し、
業務の効率化を実現するとともに保険料の収納率も改善。

※：データ学習時には目的外利用の規定等を考慮し、国保業務関連
データのみをインプットしている

〇 高止まりしている国民健康保険の滞納者への接触率を上げるため、
AIによるデータ学習で滞納者と接触しやすい時間を予測する。

・ 滞納者の情報と過去２年間の滞納者との接触時間等をAIに学習
させる。

・ 学習データを元に、滞納者ごとに接触率の高い時間を曜日・時間
ごとに予測。

・ ＡＩの予測モデルには裏付けの根拠も示されているため、人間の想
定していない予測の出力にも納得感を得やすい。

未納者への催告業務におけるAI活用（神奈川県川崎市）

〇 調査会社へ委託していた漏水調査を短期間かつ低コストで行うた
め、衛星画像データをAIで解析し漏水可能性区域を抽出。

・ 衛星から放出された電磁波の反射データを、水道水と雨等の自然
水の反射特性の差異を学習したAIが解析し、水道水が漏水してい
るエリアを特定

・ 調査会社に委託した場合多額の費用と長期間を要するところ、衛
星画像を活用した漏水可能性区域を特定する調査手法として導入。

＜取組の概要＞

＜効果＞

〇 AIの活用により５年間で実施予定だった調査が約７カ月で完了。

○ ＡＩ漏水調査では、過去調査の３倍以上の漏水箇所を発見し、調
査の短期化・低コスト化を実現

AIを活用した漏水箇所検知（愛知県豊田市）

（備考）総務省「自治体におけるAI活用・導入ガイドブック＜導入手順編＞」をもとに事務局作成

AIの特性と用途② 機械学習AI

衛星画像解析のイメージ 衛星画像と管路データ



○  自治体における生成AIの利活用事例としては、議会答弁案の作成、議事録の要約、福祉相談業務での
記録作成といった事例がある。
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＜取組の概要＞

＜効果＞

〇 市独自の情報を学習することで、実情を踏まえた制度の高い回答を
生成し、答弁案や企画部門における事業概要の作成等、幅広い分野
での文書生成に活用

LGWAN上で利用できる生成AIアプリの運用（山口県山陽小野田市）

〇 行政専用ネットワーク（LGWAN）に接続された端末から利用できる生
成AIアプリを民間企業と共同開発し、令和５年10月から本格運用。

・ 生成AIに入力した情報が学習などにより外部で利用されない仕様とする

・ 市の条例や議会の議事録等、自治体独自の情報を生成AIに参照させる

福祉相談業務への生成AI活用（茨城県）

＜取組の概要＞

〇 福祉相談業務にクラウドストレージサービスと生成AIを
活用し、最適な支援メニュー提案や訪問調査時等の記録
作成により、支援の質向上を実現。

＜効果＞

○ 相談記録の作成時間が減少し、相談者の話を聞く時間を増やせる
ため、相談者の安心感の向上に繋がる。

○ 要支援者の情報を生成AIに参照させることで、ニーズを把握・分析
し、その場で最適な公的制度、支援メニュー、相談支援機関等を案
内することが可能になり、支援の質が向上。

（備考）総務省「自治体DX推進参考事例集」をもとに事務局作成

⇒ 生成AIについては、指示に基づいてテキスト、画像、音声等を自動生成するため、文書・アイデア・説明
などを考える業務等に適性がある。

AIの特性と用途③ 生成AI



令和８年度実証フィールドのイメージ（手続フロー全体へのAI等の活用）

〇 手続フローの分析により、１手続フローの開始（申請）から終了（通知）までの一連の手続フローの中で、
負担が残っている作業を特定し、AIの活用（赤点線）又はデータ連携等の他のデジタルツールの活用（青
点線）をするとし、実証を行う。

〇 例えば以下の赤点線３カ所の作業部分でのAIの活用が考えられる場合、１カ所の活用手法について既
に実証又は実装を行っている事例がある場合は、その事例を参考にすることも考える。その場合、前後の
作業との連続する形で定めることが重要（例：データの連携の口の仕様を定めるなど）。
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申請受付システム 審査システム 基幹業務システム

・マイナポータル
・汎用電子システム
・書かない窓口システム

住基、税、福祉系など
20業務システム

＜フロントヤード＞ ＜ バ ッ ク ヤ ー ド ＞

申請

現場調査
通知

審査 連携問い
合わせ

AI活用①
(情報検索）

AI活用②
（音声認識・調書作成）

AI活用③
（審査補助）

データ連携 デジタル通知

実証範囲

○ 研究会における議論に加え、住民が最初に行政と接点を持つ窓口業務を起点とした一連の業務にお
いて、実証フィールドでの検証を実施し、その成果を研究会において報告する。



令和８年度実証フィールドにおける対象業務と作業内容
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○ 対象業務・手続フロー 標準化対象20事務のうちの以下の業務

①住民基本台帳業務：住民の居住関係を正確に記録・公証することで、行政サービスの円滑な提供と公
正な社会の実現を目指すもの。繁忙期における住民の待ち時間の削減などが課
題となっている。転出・転入届の受付や住民票の写しの交付等、関連する事務も
含め、 AIやデータ連携により自動化が見込まれる事務がないか、実証フィールド
の中で対象手続（例：相談、転入）を選定し、できる限りの自動化を検討してはどう
か。

②生活保護業務：憲法第25条に基づく「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、単なる
金銭給付に留まらず、受給者の自立を促すことをも目的としている。人手不足の中で
ケースワーカーの負担軽減などが課題となっている。新規認定手続フローは、現場作
業（リアルレイヤー）があり、多様な情報に基づく確認作業が多く、自然言語や文字情
報を基に最適解を導き出すAIの活用に馴染むのではないか。

① 標準化対象20事務のうちの対象業務（住民基本台帳業務、生活保護業務）の中の特定の手続フロー
について、シャドーイング等を行い、事務作業の現状を詳細に把握する。

② ①で明確化された手続フローに基づき、AIによる代替、補完が可能な作業領域がないか、実証フィー
ルドメンバーが集中検討を行う。

③ 必要に応じて、検証用のサンプル等を試作し、又は既成サービスの試行等により②のアイデアの有効
性について、関係メンバーで評価を行い、想定するAIを活用した新手続フローを作成する。

④ ①～③の結果に基づき、対象業務のAI活用の可能性について実証結果をまとめる。

大項目 業務 標準化対象20事務のうちの業務単位(例：住民基本台帳業務)

中項目 手続フロー 標準化対象20事務のうちの業務における手続単位（例：転入。特例転入や海外転入、一部転入等を含む粒度）のフロー

小項目 作業 手続フローにおける作業や行為（例：本人確認、入力、確認、審査等）

対象

作業内容



＜参考＞ 住民基本台帳業務における「転入」の手続フロー（イメージ）

○ 標準仕様書に基づく業務フローでは、具体化されていない業務が、AI・自動化による代替・支援の対
象となりうる。

10AIエージェントの活用も検討（備考）「住民記録システム標準仕様書【第6.1版（令和８年３月25日版）】」をもとに事務局作成

転入
① 異動者が市区町村の窓口に転入届を届出

↓

②  内容確認
        ↓

③  本人確認
        ↓

④  受理
        ↓

⑤ 住民記録システムへの入力
      ↓                    

⑥ 転出地市区町村等へ通知             

職員をAIがサポート
(1)過去の実例
(2)今回の届出との類似性



＜参考＞ 生活保護業務における「新規認定」の手続フロー（イメージ）

新規認定

①  申請書受領
        ↓

②  システム登録
（生活保護システム/住民記録システム）
        ↓

③  職員による調査（並行して実施）

〇他法・制度の活用確認
〇申請者への検診命令
〇29条調査（金融機関調査）
〇29条調査（金融機関以外の関係機関調査）
〇扶養能力調査
〇申請者への初回訪問・記録票作成

        ↓

④保護開始の要否判定・通知

AI・自動化余地のある業務
(1)他法・制度のAI検索
(2)データ連携による対象者の状況把握
(既存の業務実態のヒアリングが必要)

(3)AI文字起こしでの記録表作成

○ 標準仕様書に基づく業務フローでは、具体化されていない業務が、AI・自動化による代替・支援の対
象となりうる。
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自動化余地のある業務
(1)申請書とシステムのデータ連携

AIエージェントの活用も検討

（備考）「生活保護システム標準仕様書（別紙１）業務フロー」をもとに事務局作成



令和８年度実証フィールドの構成メンバー

属性 構成メンバー 対応

モデル自治体

＜住民基本台帳業務＞
浜松市企画調整部デジタル・スマートシティ推進課、

 市民生活課、中央区区民生活課
＜生活保護業務＞
神戸市企画調整局デジタル戦略部

 福祉局くらし支援課、長田区生活支援課

実証フィールドの現場の提供
（業務フローの分析、シャドーイング、

実証、検証）

伴走支援事業者 ＰｗＣコンサルティング合同会社 実証フィールドでの作業を推進

AIサービス提供
事業者

（今後選定）
活用するAIのサービスを
実際に用いて実証を行う

制度所管省庁
総務省自治行政局住民制度課・デジタル基盤推進室
厚生労働省社会・援護局保護課

AIの活用の可否、制度改正等
の検証 等

関係省庁等
デジタル庁
地方公共団体情報システム機構

国の動向、全国共通課題の整理等

※ オブザーバー：基幹システム事業者・AISaaS事業者等、必要に応じて参加を要請

メンバー
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共通タスク 住民基本台帳（実証） 生活保護（実証） 介護保険 児童手当

相談対応
●住民向けAIチャットボット
●AI検索による職員支援

本人確認
●マイナンバーカードによる認証

●本人とその顔写真のAIによる照合

申請内容確認
●転入届の記載漏れ、添
付不備をAIにより確認

●資産・収入関係の書類
等の記載漏れ、添付不備
をAIにより確認
●聞き取り調査の要約、
質問事項提起

●医療機関等からの提
出資料の記載漏れ、添付
不備をAIにより確認

●申請書類の記載漏れ、
添付不備をAIにより確
認

審査・判定 ●AIによる自動判定

●オンライン預貯金照会
●AIによる要否判定の
一次スクリーニング（その
後職員による確認）

●要介護度判定の一次
スクリーニング（その後職
員による確認）

●住民情報、所得情報等
とのAIによる自動突合
●支給可否、支給額の一
次スクリーニング（その後
職員による確認）

受理・連絡

●受理通知のAIによる
自動生成

●決定通知等のAIによ
る自動生成

●認定通知等のAIによ
る自動生成

●認定通知等のAIによ
る自動生成

●オンライン通知

実証フィールドで検証したAI等の機能の他業務への横展開に向けたマッピングイメージ

〇 実証フィールドを通じて、対象手続フローを分解し、AIによる代替・補助が望ましい作業部分（利用シー
ン）を特定するとともに、どういった類型のAIの機能が有効かを検証する。AIの活用がなじまないものは、
他の自動化ツール（データ連携等）の利用も併せて検討する。有効性が確認されたＡＩ等の機能は他業務
への横展開の可能性を検討し、マトリクスにマッピングする。

共通機能の他業務への横展開イメージ
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緑→共通して利用可能なAI機能、橙→同様のアプリを業務ごとにルールを設定し利用可能なAI機能、
赤→独自に必要となるAI機能と人による最終判断（Human-in-the-Loop）〈マッピングイメージ〉



２．ＡＩエージェントの導入に向けて
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ワークフローの有無によるAIエージェントの区別

○ AIエージェントには、①あらかじめ設定された手順に従うワークフロー型、②あらかじめ設定された手順
は無く自らが手順を決めて実行まで行う自律型、の2類型が考えられる。

○ ①ワークフロー型の場合は、業務プロセスが既に確立されている定型業務（申請処理、問合せ対応）、に馴
染む一方で、②自律型の場合は、定型・非定型業務を問わず、業務横断的な対応が必要な業務での導入が推
奨され、職員による承認・監視とのバランスが求められるのではないか。
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ワークフロー型AIエージェント

政策立案

職員がどの分野の政策を希望するか指示

↓

①情報収集・分析

（統計データや他自治体事例を分析）

②論点整理

（財源・対象の選定や選択肢の比較）

③必要に応じ、計画を見直し、実行

↓

案の提示

自
ら
計
画
を
立
て
、
実
行

（イメージ）

※ AIエージェントの分類方法については、自律性の程度、実行権限の有無等、様々な観点が考えられるが、本資料ではワークフローの有無
を軸として整理している。

※ AIエージェントオーケストレーターは各AIエージェントを統合・制御する役割を担う存在であり、サービスによっては名称が異なる。

自律型AIエージェント

〇 必要な手続の特定

〇 処理順序の決定

〇 複数システムを操作・実行

〇 処理完了を通知

AIエージェント
オーケストレーターが
自ら手順を決め、実行

定型・非定型業務組み合わせ

（例：横断的な業務処理）

住民が転居先を自治体のAIエー
ジェントに入力し、関係するあらゆ

る手続の処理を依頼

↓

定型業務（例：申請処理）

住民・職員が申請

↓

①形式確認

（申請内容の計算ミス、

添付漏れ等を確認）

②内容確認

（内部規則等のルールへの

適合を確認）

③決裁準備

（ルート作成と決裁者への連絡）

事前設定



ワークフロー型AIエージェントのイメージ

○ ワークフロー型AIエージェントは、業務を分解したタスク単位で作業を行い、それらを組み合わせる
ことで、業務としての一連の流れを実現する。

○ タスク単位とすることで、各タスクの検証をしやすく、ガバナンス確保につながる。また、タスクを部
品化することで他業務への再利用が可能となる。
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①行程作成エージェント
・過去の同一の申請があれば、コピー

・申請者のスケジュールチェック
・交通費・宿泊費の計算

【申請内容】
・目的 ・日付 ・交通費、宿泊費・・・

②内規チェックエージェント
出張の内規との整合性確認

↓
申請内容が内規に違反しない
点を確認すれば、自動で次へ

③予算チェックエージェント
出張に充当可能な予算があるか確認

↓
予算に問題なければ、自動承認。

申請手続が完了

職員による確認は最小限とし、認識相違なければ、
承認。次段階以降（②、③）は問題ない限り、自動化。

ワークフロー型AIエージェントによる
出張申請の承認（イメージ）

AIエージェント
オーケストレーター

※各AIエージェントを統合・制御する役割を担う存在で
あり、サービスによっては名称が異なる。

職員は「〇月×日に△県へ出張するための
手続を実行して」とAIエージェントに指示



ワークフロー型AIエージェントの実証事例① 大阪市

○ 大阪市では、AIエージェントの活用を実証し、通勤届の申請・審査業務時間の最大約40%短縮の可
能性を確認したところ。

○ 今年度に、本実証で得られた知見を活かし、オンラインで受付した申請の審査業務への適用について
も実証を行う予定。
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（出典）大阪市HP

図. 実証の概要イメージ

（出典）株式会社日立製作所 Webサイト

未定稿



ワークフロー型AIエージェントの実証事例② 京都府

○ 京都府においては、令和７年度にデジタル部門においてAIエージェントの検証を行い、今年度は庁内
他部署にも検証用アカウントを配布し、検証を行っている。

○ 検証では、例えば、請求書受付可否審査エージェントについては、請求書を受け付ける際の確認点を、
①支出命令機関の立場、②出納機関の立場、③監査委員事務局の立場の３つの視点で審査し、その結果
を出力するものであり、その有効性を検証（その他、補助金審査エージェント等を検証）。

18

請求書受付可否審査エージェントの審査フロー

（出典）京都府提供資料

I N P U T

職員が提出する3点

■ 請求書

■ 業務完了報告書（納品書等）

■ 契約書

子エージェントA

支出命令機関の職員

子エージェントB

出納機関の職員

子エージェントC

監査委員事務局の職員

“3体が独立して同じ請求書を審査”

親エージェント

3体の審査結果を

表形式で併記出力

O U T P U T

3体の結果が一致

✓ ハルシネーションの可能性が低

いと推定し、検証工数を削減。

結果が不一致

✓ 各エージェントの審査結果差分の

発生箇所を重点的に人間が確認。

単独審査では誤りの所在が見えにくい。立場の異なる3体の子エージェントの並列審査で回答精度を高める。



自律型AIエージェントのイメージ

○ 株式会社SHIFTにおいては、経費精算業務において、AI中心の業務プロセスに再設計することで、
職員からAIエージェントへの置き換えを進めている。

19（出典）株式会社SHIFT 提供資料



自律型AIエージェントの自律行動

○ 諸外国において、自律型AIエージェントが自由に動き回る事例の報告とそのような事態への対応が行
われ始めている。

20

（出典）https://www.longtermresilience.org/reports/v5-scheming-in-the-wild_-
detecting-real-world-ai-scheming-incidents-through-open-source-
intelligence-pdf/
https://www.joneswalker.com/en/insights/blogs/ai-law-blog/nists-ai-agent-
standards-initiative-why-autonomous-ai-just-became-
washingtons.html?id=102mkh6

＜概要＞

〇 英国のシンクタンク長期レジリエンスセンター（The Centre for
Long-Term Resilience（CLTR））が２０２６年３月に公開した報
告書「Scheming in the wild」によると、

   英国AI安全研究所（The AI Security Institute, AISI）の支
援を受けた調査において、

・ X（旧Twitter）上に公開された18万件以上の実際のAIエージェ
ント利用記録を分析し、AIが監視を欺いたり目標を偽装したりする
「scheming（謀略的行動）」に関連する実例を698件確認。

・ 約半年で4.9倍に急増したと報告。

英国における事例

〇 従来のAIガバナンスは人間が都度判断する前提で作られていた
のに対し、AIエージェントは自律的にAPIやツールを操作してしま
い、ガバナンス整備の速度を自律システムの導入速度が追い越して
しまうことから、AIエージェントが不適切な行動を起こす懸念への
対応が必要。

〇 米 国 国 立 標 準 技 術 研 究 所 （ National Institute of
Standards and Technology, NIST）傘下のCenter for AI
Standards and Innovation, CAISI）が、2026年2月に「AI
Agent Standards Initiative」を立ち上げ。

・ AIエージェントの自律的なタスク実行やツール利用、API連携、シ
ステム間アクセスに特有の脆弱性を特定し、相互運用可能で安全な
AIエージェントシステムの標準策定を支援することを目的。

＜概要＞

米国における事例

＜AIエージェントが自由に動き回るイメージ＞

内部ネットワーク

権限無しで侵入

承認された
タスクの範囲

指示された操作のみ実行

財務会計システム

不正な取引実行

外部サーバー

機密データ送信

監視が届かないところで
自由に動き回る

！

監視が届かなくなる
・ＡＩエージェントがスコープを拡大解釈（別シス
テムへアクセス、権限昇格等）
・人の承認判断が終わるまでに何重もの後続処
理を終えてしまう 等
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場面 リスク内容 対策例

① 運用前

職員であれば、当該業務に不要と判
断する範囲の情報についても、その
「不要性」を事前に具体的に定義でき
なければ、AIエージェントが広範に取
得してしまう可能性がある。

データガバナンス

② 運用中

付与された権限の範囲内であっても、
職員が想定していない用途で権限を
利用し、結果として本来意図していな
い情報の更新・削除等を実行してしま
う可能性がある。

監査・モニタリング

③ 運用中

取得した情報の取扱いを適切に制御
できない場合、外部サービスへの送信
等を通じて、意図せずインターネット
上に公開される可能性がある。

外部通信の統制・管理

自律型AIエージェントを活用するためのガバナンス

○ 従来の情報システムは、人の判断を前提として、アクセス権限や操作範囲を設定・制御することで、利
用者の行為を統制する仕組みであった。

○ 一方、自律型AIエージェントは、自ら計画を立てて実行するため、権限設定や操作制御を厳格に行い
すぎると、本来の自律性や利便性を十分に発揮できなくなる。

○ このため、一定程度の権限を付与しつつ活用する場合には、従来のような「何にアクセスできるか」と
いった制御に加え、「何をしてよいか・どこまでの行動を許容するか」といった、実行内容そのものに対
するガバナンスが求められるのではないか。
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自律型AIエージェントによる想定外の挙動（イメージ）



３．業務・システム・制度面からの検討

22



〇 自治体の業務のうち、手続処理以外に、どのような業務にAI活用が考えられるか。

〇 自治体システム標準化により、機能・帳票・データ形式等が標準化された基幹業務システ
ムの利用が始まり機械可読なデータが存在しているものの、業務全体の自動化を進めるた
めに暗黙知を含めてどのようにデータ化を進めるか。

〇 特定の業務で実証を行ったAI等のデジタル技術に関し、作業単位（タスク単位）でマッピ
ングを行い、他の業務に応用ができるのではないか。

〇 自治体の業務を横断したAI活用を念頭に、業務、システム、制度といった視点から、AIによる業務の
構造変革について一定の論点整理を行う。

業務・システム・制度面からの検討

業務面

〇 小規模自治体でも利用しやすい共通基盤は如何にあるべきか。

〇 AI-Ready （※1）な環境整備としてデータの持ち方等は如何にあるべきか。

システム面

〇 AIの利活用が既存の制度とどのように整合するか、また、既存の制度との間でどのよう
な課題が生ずるか。（※2）

〇 行政権限の行使とＡＩの実行した内容との関係、AIの実行した内容に関する責任の所在・
アカウンタビリティをどのように考えるのか。

○ 個人情報保護法の観点からどのような課題と解決方策があるか。

制度面

23

※1 AI-Ready（技術環境）：あらゆる情報がAI解析可能なレベルでデジタル化、データ化され、AI開発やサービス提供のために活
用できる状態となること（「人間中心のAI社会原則」（平成31年３月２９日統合イノベーション戦略推進会議決定））

※2 業務面・システム面にも関係するが、その課題を解決するために、業務面としては職員の関与やシステム面としては技術上の工夫・対策としてどの
ような対応が求められるか。



AI-Readyとしての自治体情報システム標準化①

■標準化前

住民番号 履歴番号 氏名 生年月日 性別 住民区分 異動日 住民種別

1234567890 1 行政 花子 3600707 女 住登者 20240301 日本人

宛名番号 履歴番号 氏名 異動日 性別 生年月日 生年月日元号 世帯番号 住民種別

1234567890 1 行政花子 20240301 2 19850707 昭和 9876543 住登者

A社
連携項目

B社
連携項目

■データ要件・連携要件標準仕様書の策定

連携項目
の標準化

宛名番号 履歴番号 世帯番号 住民種別 住民状態 異動年月日 氏名 性別 生年月日_元号 生年月日

1234567890 1 9876543 1 1 2024-03-01 行政 花子 2 3 1985-07-07

「日本人住民」の意 「住登者」の意 「女」の意 「昭和」の意

データの持ち方が
異なる

同じ意味だが
データ項目名が異なる

連携データ項目に
違いがある

○ データの持ち方や連携のルール等がシステムごとにバラバラであるという状態が標準仕様書により統一
され、データ移行・連携や複数団体でのアウトソーシングにおける調整が従来よりも円滑となる。

第34次地方制度調査会
第６回専門小委員会 資料３
（令和８年６月17日）一部加筆

業 務 面
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標準化前 データ要件・連携要件標準仕様書の策定（令和４年８月初版公開）

標準化前

■データ要件の標準について（給付金等の国の政策のためのデータ出力）

A社
標準化前
システム

給付金
データ等

出力データが様々であり、
国の政策のためのデータ出
力に大幅に時間がかかる
（コロナ給付金等）

B社
標準化前
システム

データ要件・連携要件標準仕様書の策定（令和４年８月初版公開）

A社
標準準拠
システム

B社
標準準拠
システム

給付金
データ等出力データ

出力データが標準化され
るため、国の政策におい
て円滑なデータ連携が可
能となる。

■連携要件の標準について（連携における入出力項目を標準化）

標準化

A社
標準化前

住記システム

B社
標準化前

住記システム

C社
標準化前
税システム

データ型・桁等のルールや連携項目
を一意にすることで、従来よりも調
整事項は少なくなる。

各システムや自治体毎に連携項目が異なるた
め、事業者間の調整の負担が大きい。

C社
標準化前
税システム

●●市

○○町

A社
標準準拠

住記システム

B社
標準準拠

住記システム

C社
標準準拠
税システム

C社
標準準拠
税システム

標準化

●●市

○○町

●●市

○○町

●●市

○○町

連携項目

連携項目

出力データ

標準化

標準化

出力
データ

連携項目
 

連携項目

出力
データ

第34次地方制度調査会
第６回専門小委員会 資料３
（令和８年６月17日）一部加筆

AI-Readyとしての自治体情報システム標準化②業 務 面
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業務プロセスの分解とデジタルツール（生活保護業務の例）

○ 厚生労働省の検討会資料によれば、AI・RPA等の活用手法それぞれについて、１つの業務中の、複
数の作業の場面において、活用が可能。

26（備考）厚生労働省「令和７年度第６回生活保護システム等標準化検討会 資料」をもとに事務局作成

１つの業務の中の複
数の作業のフェーズ

AI・
RPA等
の手法

業 務 面



多数の作業・手続フローで構成される生活保護業務の全体像

27（出典）厚生労働省「生活保護ケースワーカー向け研修教材 No.2-1  生活保護の基本的な実務」

○ ケースワーカーには、単なる手続の処理にとどまらず、福祉分野全般にわたる知識を基に、相談者や
受給者それぞれの状況に応じた支援を提供するとともに、関係機関との連携を図ることが求められる。

業 務 面



業務全体へのAI等の活用イメージ（生活保護業務での検討例）業 務 面

第1層：個別ケース処理フロー（1件単位）

（備考）厚生労働省「生活保護ケースワーカー向け研修教材 No.2-1  生活保護の基本的な実務」を参考に、事務局において加筆・編集のうえ作成

Ⅰ 相談・申請

面接相談
(申請意思確認)

他法・他施策の活用(他制度の案内)、生活困窮者自立支援制度と連携(3つのセーフティネット)

II 要否の判定・決定

各種調査
(訪問・資産・収入・他法関係・

稼働能力・扶養義務者)

要否判定
(最低生活費と収入比較)

III 保護開始後

援助方針策定・見直し

訪問調査、ケース記録作成

IV 停止・廃止

関係機関連携 (医療・福祉・就労・教育等)

収入・資産申告書の徴収 (随時確認)

指導・指示(法27条)、ケース診断会議

AI活用① チャットボット、
法令等検索

AI活用② AI文字起こし、
ケース記録の電子化

AI活用③ AI-OCR、
預貯金照会

データ連携
(RPA、ローコードツール)

デジタル通知
(決定・変更・停廃止)

第2層：年間業務サイクル（年度単位）
年間訪問計画の策定、課税調査（毎年6月以降）、自立支援プログラムに基づく支援、収入・資産申告書徴取、統計報告

訪問計画策定

年間計画（状況変化に応じ見直し）

課税調査

毎年6月以降・全受給者

自立支援プログラムに基づく支援

日常生活・社会生活・経済的自立

統計・報告

被保護者調査・実績

AI活用④ 訪問計画見直し、課税調査自動突合・収入申告分析、支援プラン作成、統計レポート自動生成

第3層：組織・育成サイクル（中長期）

研修・OJT、人事評価、査察指導員（SV）による指導監督、組織知の継承

AI活用⑤ 研修支援AI、ケース診断会議支援 AI活用⑥ 法令・通知検索AI、マニュアル生成
28

○ 生活保護業務全体でのAI・デジタル技術の活用の当てはめに当たっては、手続フロー（第１層）にとどまらず、
年間を通した業務（第２層）や、中長期の業務（第３層）も対象と捉えることが重要。

要否判定

浦上課長指摘を
踏まえて、

前ページの生活
保護業務全体に

当てはめ



業務プロセスの分解と再構成（イメージ）

○ AIエージェントはタスク単位の作業を自動化するが、それを超えて、業務フロー全体を再構成する可
能性がある。
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業 務 面

引越しワンストップ

転出入手続の自動化・
複数手続のワンストップ化

給付金の支給判断

申請〜審査〜通知の一気通貫処理

災害時の緊急対応

リスク評価⇒優先度判定⇒発令
のリアルタイム化

逐次処理 本人確認 データ照会 申請受付

並列実行
データ照会

給付審査
結果統合

優先度判定 リスク評価 緊急優先判定 情報共有

AIエージェント
オーケストレーター

目的・状況を解析し、最適なタスク列を選択・順序付け・並列実行

新たな業務単位

市民課

申請手続・証明書発行等
の窓口関係業務

現在実施している業務

税務課

課税・徴収等の
税務関係業務

福祉課

保険・給付・相談等
の福祉関係業務

都市計画課

許認可・開発管理等の
都市計画関係業務

防災課

防災・災害対応等
の防災関係業務

本人確認 データ照会申請受付

課税計算

給付審査 許可審査通知送付 優先度判定

情報共有形式審査 併給調整 相談対応 地図参照 承認

証明書作成 翻訳FAQ作成 日程調整 ログ記録報告書作成 リスク評価

タ
ス
ク
群

実
行
タ
ス
ク



AI利用環境の分類

○ AIの活用環境については、「クラウド環境」、「クラウド（閉域環境）」「オンプレミス環境」に大別される。
○ それぞれの環境の特徴は以下の表のとおりであり、自治体において活用したい場面に合わせ、適切
な利用環境を整備する必要があるのではないか。
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項目 クラウド環境 クラウド（閉域環境） オンプレミス環境

利用者 不特定多数
閉域ネットワークにアクセス可
能な者に限定できる

自治体の庁内ネットワークにアクセ
ス可能な者に限定できる

処理場所
事業者が管理するデータセン
ターのサーバー

事業者が管理するデータセン
ターのサーバー

庁内又は自治体が管理するデータセ
ンター等に設置したサーバー

利用可能な
AI

事業者が提供しているAIサー
ビス・モデル
（注）随時最新モデルへの更新あ

り

事業者が閉域環境向けに提供し
ているAIサービス・モデル
（注）閉域環境向け用の準備後に、

最新モデルへの更新あり

導入時・更新時に提供されているAI
サービス・モデル
（注）更新は個別対応が必要

セキュリ
ティ

個人情報や機密情報を扱う際
には、セキュリティ要件を満
たすか検討が必要

閉域環境にデータは存在するが、
定期的な脆弱性管理・権限管理
等は自治体側で対応が必要

閉域環境にデータは存在するが、定
期的な脆弱性管理・権限管理等は自
治体側で対応が必要

初期コスト※

事業者が提供するシステムを
そのまま利用する場合、初期
費用を抑えやすい

接続回線構築・ネットワーク設
定等の閉域接続費用等

システム設計・開発、施設整備、
サーバー購入経費等

運用コスト 従量課金等 従量課金、閉域接続回線費用等
サーバー・ソフトウェアの管理料、
施設利用料、監査経費等

※ 職員研修・利用ルールの整備等に要する費用は別途必要

シ ステ ム面

項目 エッジ環境

処理場所

AI

レイテンシ
（遅延）

セキュリ
ティ

初期コスト
※

AIの性能に応じた
の導入・ライセンス費用等が

運用コスト
の保守費用・ソフトウェアの

室長御指摘を踏まえ、閉域
環境を追加しました。特定
のサービス名称は出さない

ようにしています。



デジタル共通基盤に関する考え方

（備考）内閣官房デジタル行財政改革会議Webサイトをもとに事務局作成

○ 「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」（令和６年６月21日閣議決定）に基づき、
地方公共団体の間で業務の共通性の高いアプリケーションについては、できる限り広域又は全国的な
規模で共通化の必要があるところ。
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シ ステ ム面



国における生成AI利用環境の提供手法（源内）

○ 源内はガバメントクラウド上に構築されているため、生成AIによる推論データは国内で完結する仕
組み。デジタル庁では、機密性２情報（情報公開法上の不開示情報に該当すると判断される蓋然性の高
い情報を含む）まで入力可能としている（各府省庁は省庁ごとのセキュリティポリシーに基づき判断）。

32（出典）デジタル庁提供資料

シ ステ ム面

○ 源内はガバメントクラウド上に構築され、生成AIによる推論処理は国内リージョンで完結する仕組み
としているため、機密性２情報（情報公開法上の不開示情報に該当すると判断される蓋然性の高い情報
を含む）まで入力可能となっている。



オープンソース化という手法（源内OSS）

○ デジタル庁においては、政府職員の生成AI利用環境であるガバメントAI「源内」の一部を商用利用可
能なライセンスのもと、無償のオープンソースソフトウェア（OSS）として公開している。

○ 自治体等における類似のAI基盤の重複開発を防ぎ、例えば、AI基盤に関する調達仕様書を作成す
る際に源内のOSSを参照・指定することで、AIの実装が容易になるとされている。

33（出典）デジタル庁提供資料

シ ステ ム面



広域自治体による共通基盤の構築例①

○ 東京都では、職員が生成AIを活用したアプリケーションをノーコードで簡単に作成できる共通基盤と
して、生成AIプラットフォーム「A1（えいいち）」の庁内利用環境を内製構築。

○ 都内自治体も「A1（えいいち）」を利用可能であり、開発したAIアプリは、組織内はもちろん、他の自
治体にも共有可能。
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シ ステ ム面

•職員主体の生成AI活用業務アプリ創出

•現場発想を活かしたノーコード業務アプリ作成

•デジタル公共財としての可能性

•GovTech 東京提供の生成AIプラット

フォーム

•国内サーバ環境で構築

•各利用組織ごと独立した利用環境

•都庁各局及び都内５３自治体が利用中

•LGWAN 環境で利用可能

• LGWAN -ASPによる提供準備が完了

•現在１０自治体が利用中
（出典）東京都提供資料

A１（えいいち）の特徴

＜イメージ図＞



広域自治体による共通基盤の構築例②
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シ ステ ム面

（出典）東京都提供資料

○ 都内自治体のアイデアを基に、生活保護業務の検索・判断をサポートするAIサービス「生活保護 
Smart Works」（仮称）を都・GovTech東京が共同で開発中。

○ A１（えいいち）で機能を実現し、都内自治体にサービスを提供予定。

[Service Vision]

生活保護行政の意思決定を、 AIでスマートに。

主な提供機能

✓ チャット形式（自然言語）による法令や事例の検索
✓ 曖昧なワードでも検索が可能
✓ 膨大な法令・通知・事例から関連個所を抽出

①探す・見つかる

➁判断の補助

✓ 根拠法令の参照が容易なUI
✓ 法令・通知・事例の要約による解釈のサポート
✓ 他法や留意事項の提示による観点漏れの抑止

サービス名

生活保護 SmartWorks (仮称)

「ほごろう」

生活保護 SmartWorks

「ほごろう」

サービス愛称名：ホゴロー（保護＋ Law ）（仮称）



共同調達という手法

○ 都道府県と市町村が連携したDX推進体制における検討項目の一つとして、システム等の共同調達も
想定されており、自治体におけるAIの活用にあたっても共同調達は有効な手法となるのではないか。
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① 自治体職員の負担軽減
事務作業を集約化することにより、調達業務の負担軽減

② 小規模自治体におけるＤＸの推進
個別調達が難しい小規模市町村におけるシステム調達の容易化によるDXの推進

③ 調達コストの低減

スケールメリットを活かし、個別調達よりも必要経費を軽減

④ システム導入後の情報共有の容易化

参加団体間でマニュアルや効率的な運用方法、トラブル対処法等のノウハウを共有することにより、業務効率化

※共同調達に係るシステム導入経費は、 「デジタ
ル活用推進事業債」の対象となっている。

生成AIを活用したチャットボット等の導入事例（千葉県他）

取組の概要
・ 千葉県及び千葉県内８市による共同調達
・ 生成AIを活用したチャットボットが、相談者の入力情報から福
祉相談窓口を案内

・ 窓口では、福祉相談業務システムが相談時の音声情報につい
て、個人情報を自動マスキングした上で、文字起こし

・ 職員が情報の入力可否を確認後、生成AIシステムに入力し、
要約に活用

効果
・ 相談1件あたりの記録作成にかかる時間が平均22.1%減少
・ 利用者の高評価率は約90％

共同調達の意義

（備考）総務省「自治体におけるAI活用・導入ガイドブック＜導入手順編＞」をもとに事務局作成

シ ステ ム面



AI-Readyとしての機械可読性の確保①

○ 「行政データにおける機械可読性に関するルール」※により、AI・データ利活用を推進するため、各省
庁が作成するデータについて、機械可読性を担保するための具体的なルールが示されている。なお、本
ルールはRules as Codeの取組として、デジタル庁WEBサイトにおいて、CSV形式とJSON形式で
公開されている。 ※ 令和８年３月31日各府省庁ＤＸ推進連絡会議・デジタル社会推進会議幹事会決定

37（備考）内閣官房デジタル行財政改革会議Webサイトをもとに事務局作成

シ ステ ム面



○ 政府・省庁において、機械可読性に係るルールの整備が行われているが、地方公共団体においても、
AI活用やデータ連携を実現する観点から、機械可読性を確保する取組は重要であり、その在り方につ
いて「地方自治体のデジタルトランスフォーメーション推進に係る検討会」でも議論が行われる予定。

（出典）第12回デジタル行財政改革会議（令和７年12月24日）資料

シ ステ ム面 AI-Readyとしての機械可読性の確保②
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〇 行政権限の行使とＡＩの実行した内容との関係、AIの実行した内容に関する責任の所在・アカウンタ
ビリティをどのように考えるのか。

行政権限行使とAIの実行内容との関係や責任の所在・アカウンタビリティ

＜概要＞

〇 デジタル庁において、ガバメントAI「源内」に関して、今年度、全府
省庁約18万人の政府職員にアカウントの配布を行い、行政業務に
おけるAIの有効性等を検証することとしている。主なアプリは以
下。

・ 汎用AI：対話型チャット、文章作成、要約、校正、翻訳など、日常
業務を幅広く支援するツール群

・ 行政実務用AI：行政職員の業務遂行を支援する、行政実務に特
化したアプリケーション群（国会答弁の調査・分析、法制度の調査、
パブコメ内容の分類等を支援）

国における有効性検証の取組

＜概要＞

〇 東京都が２０２６年３月に策定した「AI導入･活用ガイド
ライン」によると、留意すべき事項として「アカウンタビリ
ティ」を挙げ、以下の内容を共通の一般的な対応の方向
性として位置付け。

➣AIの出力結果等について、技術的に可能かつ合理的

な範囲で追跡・遡及が可能な状態を確保する

➣委託等による調達時には関係者間における責任の所

在を整理する等、業務における責任者を明確化する

➣AIが予期せぬ結果や不利益が生じる結果を引き起こ

した場合に備え、関係職員の責任範囲等を明確化した
上で対応方針をあらかじめ策定する。

東京都における説明責任に関する整理
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＜概要＞
〇 デジタル庁が2025年５月に策定した「行政の進化と革新のため

の生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」 (2026年6月改
定)によると、以下の内容を利活用におけるルールや留意点のひ
な形として各府省に提供。

➣生成AIの出力に基づいて行われた判断についての説明責任に

ついての理解

➣出力結果に含まれうるバイアス等に留意して業務に出力結果を

活用すること

➣出力結果の正確性や根拠、事実関係等を必要に応じ確認する

こと

➣（第三者の著作権等の侵害の有無を含め）安全性・公平性、客観

性、中立性に問題がある出力でないかを確認し、問題点は必ず
加除修正の上で利用すること

国における生成物利活用ルールの例

＜概要＞
〇 総務省行政管理局により、令和５年度に実施された「AIに

よる行政に関する法的課題に係る検討会」において、（人（公
務員）の関与の必要性）に関しては、以下のように整理。

・ 行政処分については、処分の理由を提示することが引き続
き必要であり、AIが十分な理由提示ができない限りにおい
ては人（公務員）の関与が必要ではないか。

・ 過去の判断とは異なる考慮が必要な場合などにおいても、
AIによる判断に人（公務員）による修正を加える必要がある
のではないか。

国における職員の関与に関する整理

制 度 面



○ 神戸市では、AI条例及び基本指針において、AIの持つリスクに対応するため、「AIの活用時のリスク
アセスメントの事前実施」「安全性の確認されていない生成AIへの、個人情報等の機密情報の入力禁止
（安全性が確認され、市長指定を受けたものは除く）」などを定めている。
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自治体におけるAIガバナンス確保の事例について制 度 面

（出典）神戸市提供資料



要機密情報・個人情報の取扱いについて（現状）

○ 総務省「自治体におけるAI活用・導入ガイドブック＜導入手順編>」における記載は、以下のとおり。
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制 度 面



要機密情報・個人情報の取扱いについて（現状）

○ 総務省「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（令和８年3月27日
改定） における、利用可能なパブリッククラウドサービスの記載は、以下であり、自治体機密性３B以下
の情報資産について、一定の要件のもと、SaaS等の利用が可能。
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国 自治体 情報資産 パブリッククラウドサービスの範囲

機密
性３

自治体
機密性
３Ａ

極秘文書：秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、
利益に損害を与えるおそれのある情報を含む行政
文書

秘文書：極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外に
は知らせてはならない情報を含む極秘文書以外の行
政文書

「行政文書の管理に関するガイドライン」、統
一基準の規定に則って取り扱うものとする
（なお、上記ガイドラインにおいては、極秘文
書について、インターネットに接続していない
電子計算機又は媒体等に保存することが求
められている

機密
性２

自治体
機密性
３Ｂ

データベースや台帳形式になった住民情報を含む個人情報ファ
イル及びこれに準ずる情報（住民記録システム、税務システム、
国民健康保険システム、生活保護システム、農業委員会台帳
システム、貸付金償還システム等に保存される住民の個人情
報）

ISMAP登録サービスは利用可（アクセス
制御、機密性保護のための暗号化等が必
要）

注）自治体機密性３C情報については、情報
資産単位でのアクセス制御、業務システムログ
管理の実施等、βʼモデルにおいてインターネット
接続系に求められている対策を実施することで、
インターネット接続系における取扱いが可能

自治体
機密性
３Ｃ

・職員としての属性に基づく個人情報
・オンライン申請の処理等により、システム処理上一時的にイン
ターネット上に保管されるデータ
・文書管理システムの決裁文書として保存されている個人情報
・施設設計情報や入札予定価格など非公開情報

自治体
機密性２

・政策検討に関する情報 可（アクセス制御、機密性保護のための暗
号化等が必要）

機密
性１

自治体
機密性１

・公表された情報
・将来公表する予定の文書（白書の案等）

可

制 度 面



個人情報保護法と自治体における生成AI利用の関係性について

○ 個人情報保護法第６９条において、行政機関等における保有個人情報の利用及び提供の制限が規律
されている。

○ 行政機関等における生成AIサービスの利用に関する注意点については、「生成AIサービスの利用に
関する注意喚起等（令和５年６月２日個人情報保護委員会）」において、「当該個人情報の利用目的のた
めの必要最小限の利用又は提供であることを十分に確認する」点が挙げられている。

制 度 面
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個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
（利用及び提供の制限）

第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはなら
ない。

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人
情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することに
よって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情

報を利用することについて相当の理由があるとき。
三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情

報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用
することについて相当の理由があるとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供するこ
とが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等（令和５年６月２日個人情報保護委員会）」（抜粋）
（２） 行政機関等における注意点 

① 行政機関等が生成AIサービスに個人情報を含むプロンプトを入力する場合には、特定された当該個人情報の利用目的のための必要最
小限の利用又は提供であることを十分に確認すること。 

② 行政機関等が、生成 AI サービスに保有個人情報を含むプロンプトを入力し、当該保有個人情報が当該プロンプトに対する応答結果の
出力以外の目的で取り扱われる場合、当該行政機関等は個人情報保護法の規定に違反することとなる可能性がある。そのため、このよ
うなプロンプトの入力を行う場合には、当該生成AIサービスを提供する事業者が、当該保有個人情報を機械学習に利用しないこと等を
十分に確認すること。



個人情報保護法の改正について

○ 現在（7/9時点）、個人情報の保護に関する法律等の一部改正法案が国会で審議中。同改正法案では、
行政機関等の取り扱う保有個人情報について、利用目的以外の目的のための提供に係る「統計の作成」
の例外規定の対象が、統計情報等の作成※に拡大される予定。 ※統計作成等であると整理できるAI 開発等を含む。

制 度 面

（備考）個人情報保護委員会Webサイト掲載資料（閣議決定時点）をもとに事務局作成 44



大項目 中項目 主な論点・課題 制度 システム 業務

①業務自動化に向
けたAIの活用

ルールベース ルールベース：高精度・硬直的。定型業務向き ● ●

機械学習 機械学習：パターン認識。学習データの偏り・説明可能性に課題 ● ● ●

生成AI

ハルシネーションへの対策 ● ● ●

RAG活用範囲の設定（どこまでの情報を参照させるか） ● ●

海外クラウドAI利用可否・データ入力範囲の制限 ● ●

出力結果の利用に関する責任・アカウンタビリティの所在 ● ●

エージェント

自律性の範囲設定（何をさせてよいか） ● ● ●

システム操作権限の範囲（単なる文字等の出力を超えた操作） ● ● ●

エージェントの行動が行政行為の一部を担う可能性 ● ●

リスク対応策

人間の関与設計（Human-in-the-Loop）の水準設定 ● ● ●

業務設計：AIが担う部分と人間が担う部分の切り分け ● ●

システム運用：ログ管理・監査・説明可能性の確保 ● ●

制度的許容条件

現行制度（人間前提）の見直し範囲の特定 ●

各AI類型ごとの許容条件の明確化 ● ●

生成AI・エージェント許容のための条件整理（ガードレール） ● ● ●

現行制度改正の方向性（法令・通知・ガイドライン） ●

②利用主体の拡大
（全国の自治体へ
の展開）

担い手不足への対応
職員数減少下での全国の自治体への展開可能性 ● ● ●

小規模自治体における技術・人材不足への対応 ● ●

共同化・役割分担

自治体間共同利用（共同調達・共同運用）の仕組み ● ● ●

国・自治体・民間の役割分担の明確化 ● ● ●

共通基盤・共通ツール提供の範囲 ● ●

③対象業務の拡大
（全業務への展
開）

分野横断的共通処理

横断的に共通処理できる業務の特定 ● ● ●

共通処理のための制度的整備（根拠規定等） ●

共通処理のための業務・システム整備 ● ●

エージェントの業務展開

エージェントに許容する行動範囲の制度的設定 ● ●

ガードレールの設計（禁止行為・承認フロー等） ● ● ●

現行業務システムとの接続・連携の考え方 ● ● ●

対象業務への位置付け

データのAI-Ready化（構造化・メタデータ整備等） ● ●

MCP（Model Context Protocol）等の導入 ●

エージェント単位の認証・権限管理の仕組み ● ●

関係する項目の整理図（案）
ガバナンスに関する項目
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